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入札実施要領 

 

 令和８年８月１８日（火）に徳島市が行う市有財産売却に伴う一般競争入札に参加される方

は、次の各事項をよく読み、入札に参加してください。 

 

第１ 入札に付する物件（以下「入札物件」といいます。） 

徳島市津田町２丁目９６１番３５ 宅地  １，４４８．８９㎡（公簿） 

徳島市津田町２丁目９６１番３６ 宅地    ２０７．４２㎡（公簿） 

徳島市津田町２丁目９６１番３７ 宅地    ８１６．６３㎡（公簿） 

   ※詳細は８頁の物件調書のとおりです。 

 

第２ 予定価格 

当該入札物件の予定価格（最低売却価格）は４０，６１９，０００円とします。 

 

第３ 入札参加資格 

次のいずれにも該当しない方であれば、どなたでも参加できます。 

１ 次のいずれかに該当すると認められる者。 

⑴ 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者。 

⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条 

第１項各号に掲げる者。 

２ 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後３年を経過していない 

 者。 

⑴ 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質 

若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

⑵ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立 

を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

⑶ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

⑷ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定による監督又は 

検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

⑸ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

⑹ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に 

虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 

⑺ ⑴から⑹までの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の 

締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

３ 徳島市暴力団等排除措置要綱第３条に規定する排除措置を受けている者。 

４ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定する公有財産に関 

する事務に従事する職員である者。 

 ５ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２ 

号に規定する暴力団、当該団体の構成員及びその構成員を役員、代理人、使用人又は入札 
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代理人として使用している者。 

 ６ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第 

５条に規定する観察処分の決定を受けた団体及び当該団体の役職員又は構成員。 

    

第４ 現地説明会の日時及び場所 

１ 現地説明会の開催希望があった場合には、次の日時及び場所において、徳島市の職員が 

入札物件の説明を行います。開催を希望される方は、下記現地説明会申込フォームで行っ

てください。 

⑴日時：令和８年７月１６日（木）午前１０時から 

 ⑵場所：徳島市津田町２丁目９６１番３５外２筆（入札物件の場所） 

⑶現地説明会申込フォーム 

  リンク先： https://logoform.jp/form/fZa2/1635967 

  申込期間：令和８年６月３０日（火）～令和８年７月１２日（日） 

  QRコード 

   

 ２ 開催希望がなかった場合は、現地説明会を行いません。なお、現地説明会に参加されな 

くても入札には参加できますが、入札物件の現況はすべて了知されているものとみなしま 

す。 

 ３ 事情により予告なく現地説明会を延期又は中止することがあります。 

 

第５ 物件の確認 

１ 入札に参加する方（以下「入札参加者」といいます。）は、入札前に必ず入札物件の現 

 況及び諸規制の状況等を確認してください。 

 ２ 入札物件は、現状有姿のまま引き渡します。入札参加者は、本要領、物件調書及び現地 

説明会等で説明した事項についての不知、不明を理由として疑義を申し立てることはでき 

ません。 

 

第６ 入札参加申込み 

次の期間内に下記入札参加申込フォームで申請しなければ、第９により執行する入札に

参加することができません。 

 １ 受付期間 

令和８年６月３０日（火）から同年７月３１日（金）まで 

 ２ 申込後の手続き 

   入札参加申込後、参加資格審査を行い、資格審査の結果通知をお送りします。入札参加 

決定の場合、入札書、委任状及び入札に関する説明等の必要書類をお送りしますので、よ 

くお読みになって、第９により執行する入札に参加してください。 
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３ 入札参加申込フォーム 

  リンク先： https://logoform.jp/form/fZa2/1637384 

  QRコード 

   

    

   第７ 質問及び回答 

      本件入札に関し質問がある場合には、令和８年７月１９日（日）までに下記入札質問申

込フォームにて申請してください。 

      これに対する回答は、令和８年７月２４日（金）正午までに徳島市ホームページにて公

表します。 

      入札質問申込フォーム 

  リンク先： https://logoform.jp/form/fZa2/1637322 

  QRコード 

   

 

第８ 契約条項を示す場所 

   徳島市役所ホームページにおいて市有財産売買契約書（案）を公開しています。 

 

第９ 入札執行及び開札の日時及び場所 

１ 日時：令和８年８月１８日（火）午前１０時から 

   場所：徳島市幸町２丁目５番地 徳島市役所８階 ８０１会議室 

２ 午前１０時の入札開始時間に遅れた方は、入札に参加できません。 

３ 入札室に入ることができるのは各参加者につき１人だけです。 

    

第10 入札執行日に持参するもの 

入札参加者及び代理人は、入札の時に次に掲げるものを必ず持参してください。 

 １ 通知書（第６の２によりお送りしたもの） 

 ２ 入札書（１に同封） 

 ３ 入札書提出用の封筒（長形３号程度のもの） 

 ４ 印鑑登録している印鑑（代理人による入札の場合は不要） 

 ５ 入札保証金に係る納入通知書兼領収書（原本） 

 ６ 代理人による入札の場合は代理権を証する書面（委任状、徳島市指定の様式による）と 

その書面に使用した代理人の印鑑 

 

第11 入札の要領 

１ 入札書は所定の様式によるものとし、その記載にあたっては次に掲げるところにより作 

  成してください。 
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  ⑴ 文字は、すべて楷書とし、ペン書き又は黒のボールペン書きとすること。 

  ⑵ 金額を表示する数字は、アラビア数字で記載し、最初の数字の前に￥を記入すること。 

  ⑶ 入札金額の訂正は認めないので、訂正する場合には新たに入札書を作成すること。 

  ⑷ 入札年月日及び住所氏名は、明瞭に記載して押印すること。 

 ２ 入札参加者は提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。 

 ３ 郵便による入札は認めません。 

 

第12 入札保証金 

 １ 当該入札物件の入札保証金は４，０６１，９００円とします。 

２ 入札参加者は、入札保証金（４，０６１，９００円）を、入札書提出前に納付しなけれ

ばなりません。入札保証金は、第６の２によりお送りした入札保証金に係る納付書にて所

定の金融機関で納付した上で、入札執行日に納入通知書兼領収書（原本）をご持参くださ

い。 

 ３ 落札者以外の者が納付した入札保証金は、落札者決定後、適正な請求があってから概ね 

  ２週間で返還いたします。入札保証金の返還に必要な請求書は、入札当日に配布します。 

 ４ 入札保証金には、利子を付しません。 

 ５ 落札者が指定の日までに契約を締結しないときは、その者の落札は効力を失い、納付し 

ている入札保証金は徳島市に帰属します。 

 

第13 開札の要領 

１ 開札の結果、徳島市の設定する予定価格以上の価格で入札した者のうち、最高価格をも

って入札した者（以下、「落札候補者」という。）を決定し、次順位以降を確定させた上

で落札決定を保留し、入札を終了します。 

 ２ 同価の入札をした者が２人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて順位を確定し

ます。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代え

て当該入札事務に関係のない徳島市職員にくじを引かせて順位を確定します。 

 ３ 開札の結果、落札候補者がないときは、直ちに再度の入札を行います。当初を含めて３

回まで入札を行っても落札候補者がないときは、この入札は打ち切るものとします。 

 

第14 必要書類の提出 

 １ 落札候補者となった者は提出期限までに下記書類を提出してください。 

  ⑴ 提出書類 

ア 印鑑登録証明書（個人、法人）（原本） 

   イ 身分証明書（個人のみ）（原本） 

    ※当該入札にかかる契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

 でない旨の市町村長の証明 

   ウ 法人にかかる登記事項証明書（履歴事項全部又は現在事項）（法人のみ）（原本） 

   ヱ 住民票（個人のみ）（原本） 

   なお、上記書類は令和８年５月１８日（月）以降の日付のものに限ります。 

  ⑵ 提出期限  令和８年８月３１日（月）午後５時 
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  ⑶ 提出場所  徳島市幸町２丁目５番地 

          徳島市役所 ７階 徳島市財政部財産管理活用課 

   ⑷ 提出方法  直接財産管理活用課へ持参するか、郵便（令和８年８月３１日（月） 

          午後５時までに必着）により提出してください。 

 

第15 落札決定 

 １ 落札候補者が第14に定める書類を提出後、入札要件を満たしていれば、落札者として決

定し、落札決定通知書を送付します。 

２ 落札候補者が第14に定める書類を期限内に提出しない場合、もしくは入札要件を満たし

ていない場合は、落札候補者が行った入札は無効とし、開札時に決定した順位における次

順位者を新たな落札候補者とする旨を通知します。落札候補者が第14に定める書類を期限

内に提出し、入札要件を満たしていれば、落札決定となりますが、落札決定とならなかっ

た場合はさらに次順位の者が新たな落札候補者となり、落札決定するまで同様の手続きを

行います。 

３ 前項のとおり確認し、落札者が決定しない場合はこの入札を打ち切ります。 

４ 新たに落札候補者となった者は第14に定める書類を新たに落札候補者となった日から起

算して１０日以内（閉庁日を除く）に直接財産管理活用課へ持参するか郵便により提出し

なければなりません（提出期限日午後５時までに必着）。 

 

第16 入札の無効 

次の各号に該当する入札は無効とします。 

 １ 入札資格のない者のした入札 

 ２ 第12に定めた所定の入札保証金を納付しない者のした入札 

 ３ 入札に遅参した者の入札 

 ４ 記名押印のない入札 

 ５ 指定する入札書記載事項を表示せず若しくはその記載事項が不明確であり又は一定の金 

額をもって価格を表示しない入札 

 ６ 同一物件について２通以上の入札書の提出をした入札 

 ７ 落札候補者となったのち、第14に定める必要書類の一部または全部を徳島市の指定する

期限内に提出しない者のした入札 

 ８ 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 

 

第17 契約保証金及び契約の締結 

１ 落札者は、落札決定の日から起算して１４日以内に契約保証金を納付して、徳島市市有 

  財産売買契約書により契約を締結しなければなりません。 

    ２ 契約保証金の額は４，０６１，９００円とし、契約の締結以前に納付しなければなりま

せん。 

 ３ 契約保証金は、特に反対の意思表示がない限り、既に納付している入札保証金を充当す 

る旨の申出があるものとして取り扱います。 

 ４ 契約保証金には利子を付しません。 
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 ５ 徳島市契約規則第31条に掲げる各号の一に該当する場合には、契約保証金の全部又は一 

部を免除することがあります。 

 ６ 契約の締結は、契約書を作成することによって行います。 

 ７ 契約の締結及び履行に関する一切の費用については、落札者の負担とします。 

 ８ 契約は、落札者が押印し後日徳島市が契約書に記名押印したときに確定します。 

 ９ 落札者が１の期間内に契約保証金を納付して契約を締結しないときは、その者の落札は 

効力を失うほかその者が納付している入札保証金は徳島市に帰属します。 

 

第18 売買代金 

１ 売買代金は、契約保証金の額を除いた金額を契約締結の日から起算して２０日以内に支 

  払わなければなりません。 

 ２ １により納付する売買代金は、既に納付している契約保証金をその一部として充当しま 

す。 

 

第19 所有権の移転等 

１ 入札物件の所有権は、落札者が売買代金を完納したときに移転します。所有権移転まで 

の間、入札物件の使用はできません。 

    ２ １により所有権が移転したときに現状で引き渡しがあったものとします。 

 ３ 所有権移転登記は、売買代金の完納後、徳島市において嘱託するものとし、登録免許税 

その他の費用は落札者の負担とします。 

    ４ 所有権移転登記は、徳島市から落札者に対し行います。入札参加申込みから落札者への 

所有権移転登記まで、途中で名義変更をすることは認められません。 

 

第20 用途の制限 

１ 落札者は、本契約締結の日から１０年間、入札物件を暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７条）第２条第２項に規定する暴力団若しくは法律の

規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務

所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることと知りなが

ら、入札物件の所有権を第三者に移転しまたは入札物件を第三者に貸すことはできません。 

２ 落札者は、本契約締結の日から１０年間、入札物件を風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に定める風俗営業、同条第

５項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用

に供されることを知りながら、入札物件の所有権を第三者に移転し又は入札物件を第三者

に貸すことはできません。 

 

第21 特則 

今回の売買契約には、次に掲げる特則を付すこととします。 

１ 落札者は、売買物件の種類、品質又は数量等、現状を十分に確認して買い受けるものと

し、本契約締結後売買物件が数量の不足、その他本契約の内容に適合しない場合（以下

「契約不適合」という。）でも、修補による追完、売買代金の減額、契約の解除又は損害
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賠償の請求をすることができません。 

２ 落札者が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２条第１項に定める消費者に該当

する場合は、前項の規定にかかわらず、落札者は、契約不適合について、売買物件の引渡

しの日から２年以内に甲に通知したものに限り、修補による追完、売買代金の減額、契約

の解除又は損害賠償（契約不適合が甲の責めに帰することのできない事由によるものであ

るときを除く。）の請求をすることができます。 

３ 前項に定める修補による追完又は損害賠償の請求は、売買代金の額を超えることはでき

ません。 

４ 第２項の契約不適合が落札者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、落札者は、

修補による追完、売買代金の減額、契約の解除又は損害賠償の請求のいずれもすることはで

きません。 

５ 落札者が本契約締結時に第２項の契約不適合を知っていたときは、徳島市は本条の責任を

負いません。 

 

第22 入札の中止等 

事情により予告なく入札を延期又は中止することがあります。 

 

第23 その他 

一般競争入札の実施及び契約の締結は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、同法 

施行令（昭和２２年政令第１６号）及び徳島市の定める規則等法令の定めるところによる 

もののほか、本要領に基づき行います。 

  



8 

物  件  調  書（土地） 

 

所  在  地 地 目 地積（公簿） 地積（実測） 土地の形状 

徳島市津田町２丁目９６１番３５ 宅 地 １，４４８．８９㎡ １，４４８．８９㎡ 長方形 

徳島市津田町２丁目９６１番３６ 宅 地 ２０７．４２㎡ ２０７．４２㎡ 長方形 

徳島市津田町２丁目９６１番３７ 宅 地 ８１６．６３㎡ ８１６．６３㎡ 長方形 

接面道路状況 

北側：幅員約５．０ｍ舗装市道津田２丁目５号線 

建築基準法第４２条第１項第１号道路 

交通機関 

  バ ス 津田松原バス停南西方約３００ｍ 

  Ｊ Ｒ ＪＲ阿波富田駅北西方約３，６００ｍ 

近隣公共施設 津田小学校 約８５０ｍ 津田中学校 約８００ｍ 

供給施設状況 

 

  供給施設 
 

 状 況 
 

 

事業所名 
 

 

電話番号 
 

  電  気     有 四国電力送配電株式会社 徳島支社   0120-410-105 

  都市ガス   有 四国ガス株式会社 徳島営業所 088-624-2925 

  上 水 道   有 徳島市上下水道局お客様センター 088-623-1187 

  下 水 道   無   
 

 法 

 令 

 等 

 に 

 基 

 づ 

 く 

 制 

 限 
 

 

 都市計画区域 
 

市街化区域 
 

 

 用 途 地 域 

 

 第一種住居地域 
 

 

 建ぺい率 
 

 

６０％ 
 

 

容積率 
 

 

２００％ 
 

 

 防 火 地 域 
 

 ― 
 

 

 その他の法律 
 

 ― 
 

 

 私道の負担に関する事項 
 

 

 負担の有無 
 

 

無 
 

 

 負担の内容 
 

 

  
 

 

そ 

の 

他 
  

・当該地については、津波浸水区域や勝浦川洪水浸水区域及び高潮浸水区域と想定されています。詳細に

ついては、官公庁が公表している各種防災マップを確認した上で入札へ参加してください。 

・前面市道の路面掘削を行う必要がある場合は、徳島市道路維持課（６２１－５３３７）に占用の可否

等について事前協議を行ってください。 

 


